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徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
徳島市出来島本町2丁目42番地5

TEL 088－623－7275　FAX 088－623－7276
7支所　総社員数1１７名

［ホームページ］http://infoeddy.ne.jp/koushoku/
［電子メール］koushoku@mb.infoeddy.ne.jp

私たちは境界を大切にします
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　西暦６０４年に聖徳太子が日本で最初に作った十七条憲法は、現在の
憲法の語源にもなっているそうです。
　その第１条には、有名な「和をもって貴しとなし、忤（さから）う
ことなきを宗とせよ（以下略）」の文言が見られるように、太子が最
も願ったのは人と人との「和」であり、話し合いを通じて物事を解決
し、武力による争い事を避けようとする思想にありました。
　また、最後の第１７条には「それ事はひとり断（さだ）むべからず。
かならず衆とともに論（あげつら）うべし（以下略）」とあり、物事
を決めるときは独断ではなく、必ず多くの人の意見を聞き論じ合う
べきだ、と繰り返しています。
　当時の憲法は、現在のような国民全体に対する社会の基本法では
なく、官僚達の心得を説いたものだと言われていますが、その「和」の
精神は民主主義の基礎となるもので１４００年以上たった今日でも多く
の人々や様々な組織の支えとなっています。
　私達の公嘱協会は１９８５年に設立されました。土地家屋調査士法の
第６３条には、調査士及び調査士法人はその「専門的能力を結合して」
官公署等による不動産の表示に関連する業務を適正かつ迅速な実施
に寄与する事を目的として公嘱協会を設立することが出来ると定め
られています。
　わざわざ「専門的能力を結合して」と書かなくても条文としては問
題ないと思われますが、ここにこそ公嘱協会設立の大きな意義があ
ると考えます。コンプライアンス（法令遵守）から言えば、公嘱協会
は常に構成員たる調査士や調査士法人が専門的能力の結合を維持し
ていなければならないということになります。つまり、それだけ専
門的能力を結合して国家国民の財産を守ることが法律では強く求め

られているのです。
　私達は、設立以来「専門的能力の結合」＝「和」と捉え、組織の運
営を行ってきました。また専門的能力は技術、知識、経験に裏付けら
れるものであり、常に資質の向上を目指し研鑽を重ねてまいりまし
た。この考えは先輩から後輩へ連綿と受け継がれ、少しだけではあ
りますが伝統と誇りらしきものも感じられるようになってまいりま
した。
　また、公嘱協会には現在調査士会会員の３分の２が社員登録をし
ていますが、１１７名の社員は県下７ヶ所のいずれかの支所に所属して
おり、専門的能力の結合だけでなく地域固有の慣習や特性を熟知し
た上での業務処理を行っておりますため、地元の官庁や住民からの
信頼も集めております。本紙見開きのページには各支所の紹介がさ
れていますが、それぞれの支所はよくまとまっており、ここでも「和」
の精神が受け継がれています。
　昨今、公共調達の適正化が問われ、官公署からの発注形態にも変化
が見られるようになってきました。しかし、登記の世界は価格では
なく質であることは周知の事実です。私達はこれまで通りひたすら
「専門的能力の結合」をもって邁進するだけのこと、公嘱協会が本当
に必要な組織ならば、決して見放されることはないと信じております。
　最後に、下の写真は旧執行部の役員達のものですが、本年夏には大
幅な役員改選が行われ、理事長を始め半数以上が入れ替わることに
なります。しかし、公嘱協会の「和」の精神は何ら変わることはあり
ません。どうか新しい執行部になりましても、旧倍の御理解とご活
用を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。　

以和為貴（和を以て貴しと為す）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　山本　　正　

長きに亘り公嘱協会を支えて来た山本理事長（前列中央）と執行部役員達
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業務のご相談は各支所長まで

○ 区分地上権設定登記に伴う登記業務　　　　（中国四国農政局四国東部農地防災事務所）
○ 北沖洲地区１４条地図作成業務　　　　　　　（徳島地方法務局）
○ 猪ノ鼻トンネル地積測量図作成業務　　　　（国土交通省　徳島河川国道事務所）
○ 社会保険病院等の敷地に掛る境界確定業務　（徳島社会保険事務局）
○ 国道４３８号線　城南町一丁目調査業務　     　（徳島県　県土整備部）
○ 徳島環状線（新浜本町～八万町）登記業務　（東部県土整備局　本庁舎）
○ 小松島市田野川小・田野調査業務　　　　　（東部県土整備局　徳島庁舎）
○ 緊急地方道路整備事業に伴う登記業務　　　（東部県土整備局　鳴門庁舎）
○ 道路局部改良工事に伴う分筆登記業務　　　（東部県土整備局　吉野川庁舎）
○ 一般農道上八多線の分筆登記業務　　　　　（徳島農林事務所）
○ 国道１９３号線　那賀町掛盤調査業務　　     　（南部総合県民局　那賀庁舎）
○ 田方穴吹線　美馬市穴吹町調査業務　　　　（西部総合県民局　美馬庁舎）

電話番号（FAX番号）事　　務　　所支所長名支所名

０８８－６２４－０３９０（０８８－６２４－０３９０）
〒７７０－０８１２
徳島市北常三島町三丁目２３番地８武　市　好　史徳　島

０８８－６８４－３７８０（０８８－６８４－３７１８）
〒７７２－００２１
鳴門市里浦町里浦字坂田４３２番地１９５  西　條　浩　史鳴　門

０８８５－３２－８２７３（０８８５－３３－２９１３）
〒７７３－００１５
小松島市中田町字内開１４番地１松　本　美　徳小松島

０８８４－７３－１７４５（０８８４－７３－３５０５）
〒７７５－０３０３
海部郡海陽町高園字小林４１番地樽　見　雅　文阿　南

０８８３－５３－１９５５（０８８３－５３－５２５７）
〒７７９－３６１０
美馬市脇町大字脇町１２９８番地２西　村　嘉代子美　馬

０８８３－７６－１１５５（０８８３－７６－１１６６）
〒７７９－４７０１
三好郡東みよし町加茂１８８０番地９森　　　伸　二三　好

０８８３－２４－３１１０（０８８３－２４－３１１２）
〒７７６－０００３
吉野川市鴨島町内原３２２番地４     田　村　一　仁吉野川
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